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ば
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四
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七
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十
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七
件
.

同

三

年

に

三

百

凹

十

七

件
'

同

四

年

に

二
百

七

十
件
'

同

五

年

に

三

百

四

十

掴
件
.

同

六

年

に

三

百

7
件
.

同

七

年

に

二

百

七

十

八

件
､

同

八
年

に
三

百

二

十

八

件
.

同

九

年

こ
三

百

十

五
件
へ

同

十

年

に

三

百

三
十

二
伸
'

同

十

7
年

に

三

百

五

十

七

件

あ

っ
た
古

本

帝
国

統

計

年

鑑

並

に
司

法

省
民

事

統

計

年

報

参

照
))

右

数

は

遺
言

の
確

照
(非

訟
事

件

事
務

法

第

百

九
僕

に
依

る
も

の
)及
び

親

行

の
合

計

で

あ

っ

て
'

其

中

に

は
確

認

の
結

果

親

行

せ

る
も

の
と

破
産
管
財
人
と
信
託
曾
庶

(
三
五
七
)

五



第
四
十
一
巻

第
三
成

(
三
五
八
)

六

曜

詔

の
み

に

て
表

だ
親

行

に
窒

ら

ざ

る
も

の
を

包

む

は

勿

論

確

認

を

要

せ

ざ

る
も

の
に
基

-
(公
正

謹

書

の

如

き
)執

行

を

も

包
含

す

る

の

で
あ

る
が
'

墨

に
確

認

の
み

の
も

わ
も

何

れ
親

行

す

る

に
至

っ
た

も

の

と
語

む

べ
き

に
焼

-

結

局

遺
言

親

行

の
数

は
毎
年

大
関

前

掲

の
如

き
数

に
上
り

し

も

の

と

思

ふ

て
差

文

へ
な
-
I

f'
J'

P
)?
P
P

),
I

即

ち

過

去

に
放

て

は
年

々
平

均

大
法

三
富

件

舘

の
遺

言

親

行

あ
り

し

も

の
と

謹

む

べ
-
､

終

発

は
英

数

は

益

々
増

加

す

る

1
万

だ

ら

う

と

偲

は

る
.

蓋

し

世

人

は
権

利

思
想

が
敬

遠

し
遺

言

の
有

利

に

し

て
且
安

全

な

る

こ

と
を

魔

弾

す

る
か

ら

で
あ

る
｡

そ

れ

で
造
言

櫛

が
遺

言

執

行

者

を
指

定

し
党

は
裁

判

所

が
之

れ

を

選

任

す

る

こ

と

と

な
り

且
信

託

脅

配

が
遺
言

執

行
者

と
な

る

に
適
監

の
も

の
と

な

れ

ば
静

養

に
於

て

は
兜

づ

少
-

も

三
百

仲

の
牛
数

以

上

の
遺

言

親

行

は
信

託
昏

能

に
於

て
之

れ

を
引

受

く

る

/J
と

と

な

る

で
あ

ら

六ノ
0

▼ヽ
ヽ
ヽ

P
ヽ

P
J_
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
'

ヽ
]-
I

(u
)昏

融

の
解

散
.

従

っ
て
愈

配

の
清
算

人

の
選

任
数

を
調

蚕

す

る

に
統

計

の
示

す

所

に
依

れ

ば
丁曾
祉

ノ

清
罪

人

ノ
選

任

及

解

任
lQ
数

は
明

治

四

十

年

に
は
三

十

三
僻
.

同

四

十

1
年

に

は

二

十

六
件
､

同

四

十

二

年

に

は

二

十

三
件
o

同

四

十

三

年

に

は

二
十

九

件
､

同

四

十

四

年

に
は

二

十

五
件
-

同

四

十

五

年
及

び

大

正

元
年

に

は

三

十

四

件
､

同

二
年

に

は

二
十

7
件
､

同

三
年

に

は

三

十

五

件
.

同

相
年

に

は

三
十
六

件
'

同

五

年

に

は
五

十
件
､

同

六

年

に
は

三
十

九
件
､'

同

七

年

に

は
四

十

五
件
､

同

八
年

に

は

五

十

四

件
､

同

九
年

に

は

三

十

九

作
.

同

十

年

に
は

三
十
九

件
､

同

十

1
年

に

は

六

十

七
件

あ

っ
た

同

年
鑑

及

年
撃

参
照
)
.



右

は
商
事

昏
紀

に
蹄

す

る
も

の
で
あ

る
が
其

他

に
民
等
法

人

及

び
其

他

の
私
法
人

の
解
散

を
も

あ

る

ぺ
け

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

れ

ぼ
毎

年
清
算

人

の
選
任

望

離
任

を
除

外

し

て
蒜

年
前
誰

の
数

に
上

る
も

の
と
見

て
絵

り

過

誤

で

は
あ

る

藍

S
と
恩

は

る
｡

産

れ
ば
選

任

に
依
り
信
託

優
麗

が
清
昇

人

と
な

る
も

の
と

す
れ

ば
高

法

鼻

八

七
侯
､

弼

_
ヽ
ヽ
ヽ

第

二
二
六
儀
容

竪
今
後

信

託
昏

故

は
毎

年
平
均

二
十
倖
竺
解

散

合

致

の
争
数

笹

の
清

算

に
骨

き
受
託

し

終

る

こ

と

と
な

る
で
あ

ら
ら
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

童
)破
産

事
件

は
毎
年

如
何

な

る
歌

に
上

る
や
と
云

ふ
に
商

人
破

産

主
義

を
採

っ
た
蓉

破

産

法

の
下

に
於

て
は
余

が
他

の
機
静

に
放

て
己

に
屡

々
摘

記

す

る
如
-

大
抵

年

二
百
件

足

ら
ず

で
あ

っ
た
(旺
t
)｡

然

し

1

駿
破
産

主
義

を
探

用

せ

る
現
行
法

の
下

に
於

て
は
破

産
事

件
年

々
槍
加

す

る

一
方

で
あ

-
賂

乗

は
大

に
増

加

す

る
も

の
と
思

は

る
.

現
行
破
産

法

は
申

す
ま

で
も

な
-

大
正
十

二
年

7
月

7
日
よ
り
施

行

さ

れ

た

も

の
で
あ

る
が
其
常
時

よ
-
今

日

に
至

る
ま

で

の
破
産

宣
告
数

に
潜

て

の
年

々
の
統

計

を
知

る

こ
と
を

得

ざ

ノ

ー

ヽ
ヽ
l
ヽ

ヽ
～
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

る
を
遺
憾

と
す
る

も
貝

官
報
の
報
ず

る
所

に
依

れ
ば
大
正
十

五
年

7
月

中

の
破
産

事

件

受

付
組
数
へ勧
受
菌

I_
ヽ

ヽ
t
ヽ

受

茎

二
千

三
雷

叫
件
'

内
既

頭

首

九

十
九
賛

十
五
年

五

月

十

二

m
備

官
報

二
九

六
貢
参

照
)｡

同

年

二
月
中

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

の
同
受

僻
治

数
簡
三

千

三
百

五
十
四
件
､

円
既

済

二
百

二
十
九
件
(例
年
六

月

十

日
借

官
報

二
五

四
克
参
娼
)0

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

同
年

三
月
中

の
閥

受
骨

痛
曇
(閲
三

千

四

百

十
拘

伴
内

既
済

三
百

二
十
倖
(同
年

七

月

九

日
灘

宮
部

二
四

二
頁

参

照
)で
あ

っ
て
.

其

既
済

と
云

ふ
中

に
は
宣

告

は
朗
論

進

ん

で
配
雷

英

他

に
依

る
縛

丁
数

も
含

む
も

の
で

締
産
管
財
人
と
信
紀
督
虻

(
三
五
九
)

セ



第
甜
十
一
懲

第
三
窮

(
二
三

〇
)

八

あ

っ
て
宣

告
数

の
み

で
蛇
あ

る
ま

い
と
恩

は

る
る
が
兎

に
角
共

宣
告
敏

文

け

t,も
常
破

産

､法
時

代

の
も

の

よ
り

も

曙

卸

し

て
居

る
も

の
と
祭

せ
ら

る
｡

而

し

て
外
因

の
例

に
依

っ
て
推
考

す
れ

ば
嘗
団

と
外

聞

と

は

人
梢

及

び
拭

偶

が
異
な

る

に
も

せ

よ
五
年

十

年

の
後

は
我

観

の
破

産
寛
容

数

は
千

件

を
以

て
歌

ふ
る

こ
と

を
得

る

こ
と
を
想

像

す

る

に
薙

-

な

い
.

ヽ
pb

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
f_
I

試

み

に
弼

過

の
破

産
宣

告
数

を
畢

ぐ

れ

ぼ
大
戦
前

に
於

て
は
大
隈

庵
年

七
千
件
以

上

九
千
件
の
問

で

あ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

り

(証
こ
)
､

英

国

は

大
戦

前

大
抵
毎
年

〓
掲
件

に
上
り
(撃
ニ
)'
傍

観

に
於

て
は
同

六

千
件

に
上

っ
て
あ
る

畠

田
)｡

而

し

て
我

国

の
人

口
と
英
.

伊
.

猫

の
人

口

と
を

比
較
考

景

す
れ

ば
提

L

や
図
柄

の
異

な

る
も

の
あ

り

と

は
云

へ
我
観

の
破

産
首
長
口
数

は
遠

か
ら

ざ

る
格
魔

に
於

て
毎
年

軍

に

二

三
百
件

に
止

ま

る
も

の
に
あ

ら
す

し

て
前

説

示

の
如

く

そ

れ

以
上

に
上

り

且

品

々
聴
加

す

べ
き

jJ
と
を
断

定

し
終

る
∪

左

れ

ぽ
信

託

合

歓

が
破

産
管

財

人

と
在
り

終

る
も

の
と
す
れ

ば
毎
年

そ

れ
刺
常

数

の
破

産
事

件

の
幣
財

軍
務

を

引
受

-

る

こ

と

が
出
凍

る

の
で
あ

る
｡

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

画

素
議
等
件
に
は
革

理

委
員

(A
dJJush
ent
C
om
m
i雷
e)
と
和

議

管
財

人

へA
dm
h
lish
･a
to:
)

と

の
選

任

が
あ

る
｡

ヽ
ヽ

和
議

事

件

と

は
破

産

濠

防

の
鵠

め

に
す

る
粥
制

和
議

寄

件

で
あ

っ
て
親

閲

最
初

の
試

み

と
云

ふ

べ
き

和
議

I法
天

正
十

一
年
四

月
公

布
.

十

二
年

一
月

1
日
施

行
)の
規

定

す

る
所

で
あ

る
｡

英

施

行

以

兼

幾

何

の
和
議

ヽ
p
ヽ
ヽ

p
ヽ
8b
J_

P
P
ヽ

申
請

及

び
英

開
始

あ
り

や
香

や
精
確

に
知

る
を

碍

ざ

る
も
'

官

報

の
戟

す

る
朗

に
依

れ
ば

大

正

十

五
年

7



丹

中

の
敏
段

数

は
認
数

三
十

六
件
.

内

既
湧

二
壁
面

年

五
月

十

二
日
付
官

報

二
九

六
頁

参

照
).
同

年

二
月

中

の
取
扱

紙
数

は
三
十
九
倖

円
既

済

七

壁

同
年

六
月
十

日
骨

官
報

二
五
E
I
頁
蓉
照
｢

同

年

三
月
中

の
取
扱

組
数

は

三
十
八
伴

内
既
埼

八

壁
稿

年

七
月
九

日
骨

官
報

二
田

二
束

参
毘
)で
あ

っ
て
飴

り

多
数

に

は
上
ら

覆

い
が
.

何
れ
其

中

に
は
非
常

の
多
数

に
上

る
で
あ
ら

う
叉
上

ら

し

め
ね
ば
な
ら

ぬ
.

蓋

し
破
産

濠

防

の
和

議

は
破

産
宣

告

に
基

-
控
頭

上

の
不
結

果

を
防

止
し
債

揖
者
及

び
債
権

者

の
利

益

を
企
掛

す

る
も

の
な

る

は
勿
論

1
国

経

済

の
園
満

を
固

る
も

の
で
あ

る
を

以

て

7
駁
人

に
其

利
用

を
如

ら

し

め

可
成

こ
れ

に
使

う

し

む

る
必
要

が
あ

る
か
ら

で
あ

る
藷

蓋
)
｡

而

し

て
外
囲

の
例

に
依

っ
て
看

れ

ば
我
国

に
於

て

は
賂
兼

は
和

ヽ
l

ヽ
l
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

議

等

件

は
増

加

す

べ
き

は
罪

を
容

れ

を

S
o

.
例

へ
ぽ
柳
観

に
於

て
は
和
議

と
も
云

ふ
べ
き

親

利
上

の
清

算

(Li
quid
fttion
J
u
r1iciarie)
は
毎
餐
二

九

〇
二
年
乃
至

丁
丸

山
三
年
)二
千

閥
電

停
以

上

二
千

九

百
件

の
問

に
上

下

n1
.､■

し

へ詫
釆
)-

英
国

に
於

て
は
和
議

及

び
私
整

理

(C
om
i,OSijjio叫1
呂
d

P
riva
te

莞
ra71ri･eln
en
t)
が
毎
年

千

六

百
件

以

ヽ
ヽ

上
二

九

〇
7
年
乃

至

一
九

)
五

年
)を
算

し
最
も

多
き
年

は
四
千
件

に
上

っ
た

の
で
あ
少
(証
せ
)-

又

猫
蓮

に

於

て
は
和
議

と
も
云

ふ

べ
き
監

税
事

件

1
九

7
閏
年

よ
り

7
九

二

〇
年

ま

で

の
間

毎

年
千

六

百
件

以

上

を

算

し
多

き

は

l
九

1
五

年

の
七
山ハ
八

〇
付

文

7
九

1
六
年

の
六
三
六
五

作

に
上

っ
て
居

る
(註
･<
)O
若

し
信

託
食

紅

が
和
議

事

件

の
整

理

委
員

及

び

和
議

管

財

人

た

る

こ
と
を

得

る
も

の
と
す

れ
ば
免

れ
亦

其

引
受
数

は
賂
衣

に
於

て
僅

少

を
ら

ざ

る
も

の
と
察

せ
ら

る
｡

破
産
管
財
人
と
信
託
督
蔽

(
三
六
こ

九



寮
内
十

i
容

儀
こ
こ
髄

へ
三
六
二
)

10

我
国

に
於

て
年

々
幾

何

の
裁
判

上

及

び
裁

判
外

の
鑑

定

あ

る
や

は
之

れ

を

知

る
こ
と
を

得

な

S
が
.

恭

し
胡
雷

多
数

の
も

の
が
あ

る
に
胡

達

な

い
｡

(
醍

〓

年

次

明
治
四
十
年

明
治
四
十

一
年

明
治
四
十
二
年

明
治
四
十
三
年

明
治
四
十
四
年

明
治
甲
γ
五
年

大

正

元

年

大
正
二
年

大
詳
二
二
年

寛
骨
数

六
七

九
三

一
二
1

〓
皿
五

山
二
七

≡

.】

1
四
二

一
九
二

年

来

大
正
四
年

大
正
五
年

大
正
六
年

大
正
七
年

大
jE
八
年

大
正
九
年

大
正
十
年

大
正
十

1
年

ー _一一 一 二 宜
九 二 六 五 〇三六 一 骨
二 六 〇 二 七 三 八 五 故

(
往
こ
)

(註
小品
)

(課

内

)

(
i
･i.i
:･[.3
)

(
酷
.;六
)

右

は

帝

国

統

計

年

鑑

盟

.1こ

司

法

省

民

事

統

計

年

表

に
依

る
O

措

着

日

本

和
議

法

上

巻

一
九

.kB
以

下

_二
詳

細

の
統

計

酌

鴇

敬

し

み

ろ
O

T;5
滋

一
貫

以

下

ーニ
英

紙

計

数

か

詳

朝

に
鴇

げ

て

あ

る
｡

田

丸

こ
…ぶ

以

下

_こ
於

げ

ろ
統

計

表

登

謂
O

利
;i:.和議

,
何

も

の
た

る

や
は
拙

著

日

本

利

誌

法

上

谷

汲

に
拙

稲

和
議

絵

に
拭

て
海

業

研

究

所

請

拭

集

第

す

筋

)み

教

謂

せ
ら

れ

L
l
L
O

燐

閏

に
於

げ

ろ
裁
判

上

の
清

算

数

の
詳

細

に
同

和
筒

弦

九

二
玄

以

下

tこ
鴇

範
｡



(
琵

恕

)

英
団

に
於
け

ろ
和
議

及
び
整
捜
数

の
詳
細

に
付

て
托
同

六

五
貫

以
下

に
鴇
ぐ
｡

(琵
凪
)

猫
関

に
於

rJ
ろ
祁
議

の
紙
数

は
同
九

三
巽

以
下

に
鵠
親

し
め

る
｡

要

す

る
信

託

倉

配

が
破

産

管

財
人
~

整

斑

委

員
､

和

議

管

財

人
J'

清
算

人
]

遺

言

執

行
者

並

に
鑑

定

人

に
な

る

の
絶

カ

あ

る
も

の
と

す

れ

ば
今

後

こ
れ

等

に
関

す

る
等

件

の
多
数

を

引

受

-

る
こ

と

が

出

来

る

だ

ら

う

L
p

罷

っ
て
基

受

-

る
報

酬~

も

莫

大

の
窮

に
上

る

だ

ら

う

と

思

は

る
｡

信

託
曾

紀

が
破

産

管

財

人

等

に
選

任

せ
ら

る

る

の
希

望

を

有

す

る

は
軍

に
報

酬

の
側

か

ら

の
み

見

て

で

は

あ

る
ヰ
払
い
か
o

著

し

そ

れ

に

罷

り

得

れ

ば

高

閣

の
報

酬

を

得
､

獲

っ
て
和

語

の
利

益

を

得

る

こ

と

が

出

凍

る

だ

ら

う

か

ら
'

信

託
禽

社

に
於

て
其

就

任

に
目

を

骨

け

た

の

は
其

愈

配

の
性

質

よ
り

看

て
無

理

か

ら

ぬ

こ

と

と

恩

は

る
｡

大

阪

の
石

井

事

件

の
皆

対

人

は
何

蕎

園

と

か

の
報

酬

を

受

け

た

と

の
噂

あ
り

文

京

郡

の
電

蓄

銀

行

事

件

の
管

財

人

も

いL
EL.

こ

れ

亦

教

戒

園

の
報

酬
を

得

た

と

の
噂

が

あ

る
0

両

し

て
猫

逸

に
於

て
箆

も

大

な

る

破

産

事

件

と
碍

せ
ら

れ

た

る

IJ,j官
･Oig
銀

行

の
事

件

で

あ

っ
て
貴

管

財

人

が
受

け

た

報

酬

は

!
人

は

闘

十

四

番

馬

寡

伯

の

7
人

は

P

P

七

蕎

五

千

馬

完

な

り

.JJ
擦

ら

れ

て
屠

る
O

週

人

が

私

共

に
封

し
管

財

人

と

盛

る

と

良

S
も

の
だ

と

云

ふ
も

尤

も

の
接
に

感

ぜ

ら

る
｡

然

し

山
言

す

べ

き

は

管

財

人

だ

と

て
何

時

も

多

額

の
報

酬
,ど

得

ら

る

る
も

の

と

は
限

ら
ず

'

多

覇

の
も

の
を

得

る

は
疎

で
あ

っ
て
p

其

多

-

は
極

-

少
苗

を

受

-

る

に
過

ぎ

な

い
｡

十
年

許

前

に
大

阪

市

に

て
長

沼

義

士

の
葛

行

に
係

る
法

律

裡

鼎

と
云

ふ
盛

誌

に
左

の
如

き

こ
と

が
記

載

し

あ

っ

破
産
管
財
人
と
脂
託
官
紀

(
三
雲
ニ)

〓



第
四
十

1
魯

第
三
戟

(
三
六
四
)

1
こ

た

こ
と
を
記
憶

す

る
｡

即

ち
r破
産

事

件

の
報

酬

は
匝

裁

判
所

の
事
件

の
報

酬

に
も
及

ぼ

な

い
か
ら

破
産

管

財

人

と
罷

る

の

は
是
卒

だ

と
言

ふ
た

人

が
あ

る
十と
C

此
話

は
星
室

か
否

や

は
判

ら

な

い
が
私

の
判

事

と

し

て

の
経
験

よ
り

云

へ
ぼ
破
産

管

財

人

の
報

酬

が
気

の
毒

な
程

少
額

の
場
合

が
多

々
あ

っ
た

の
で
あ

る
O

団

/Z}
P

次

に
如
何
覆

る
も

の
が
従

凍

破
産

管

財

八
に
還
任

せ
ら
れ

あ
り

L

や
､

又

7
蚊

に
如
何

な

る
も

の
が
破

P
'
P

産

管

財

人

に
選

任

せ
ら

る

べ
き
も

の
で
あ

る
や
委

篭

性
)に
付

き
考

察

す

る

の
で
あ

る
が
-

党

づ
其

前

に
破

産

管
財

人

設

置

制

度

に
付

き
説

明

し
次

て
本

間

に
進

む

こ
と

と
す

る
｡

｢

破

産

管
財

人

叫拭
道

に
潜

て
は
大
別

す

れ

ば
､
二
)幽
豪
機
関

と

し

て

の
営

設

官

更

と
篤

す

の
制
崖
と
A

'
'
'
)_
'

P
P
J_

(二
)左

に
あ
ら
ず

し

て
選

任

に
依

る
臨

時
機
関

と
為

す

の
制
度

と

の
二
種

が
あ

る
｡

r
ル
ー

マ

こ
ヱ

の
管

財

衷

ヽ

▼ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(J
u
d
a
cator･sin
d
c)
並

に
瑞

西

の
破

産

官

(!<
(,n
k
lLrSllm
t)
な

る
も

の
は
前

者

に
屈

す

る
完

も

瑞
西

に

は
選

任

に
依

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

る
績
産

管
財

人

な

る
も

の
も

あ

る
)｡
英
国

に
於

け

る
商
諦

省

の
任
命

に
依

る
管
財

官

(0
哲

iat
R
ecei1.er)
な

る
も

の
は
裁
判

所

所
属

の
常

設

官
吏

で
は
あ

る

が
､

所
謂
破

産

管
財

人

と
異

な

る
も

の

で

あ

る
｡

即

ち
管

財

官

は
破

産
申

請

後
管

財

命

令

(jieceiy
in
g

O
r
(1
e
r)

蔓

行
前

又
和
議

(Ch
m
p
,,siti.
17
0r
S
c

h-3me
OfArran
gem
en
t)

不

成

立

に
基

-

破

産
宣

告

筏

に
於

け

る
破
産

管
財

人
(T
rus訂
e)
の
選
任

あ

る
ま

で
何

れ

も
臨

時

管
財

人
(litter

i

m

R
eceiv
er)
と
し

て
破
産
者

の
財
産

を
保

全

し
又

は
其

財

産

を
占
有

管

理

し
､

倍

碍

別

管
理
人
(S
p
e
c
ia
l



1n
an
ag
er)
の
選

任

な

き
場

合

に

は
共

時

別

管

理

人

と

し

て
職

務

に
服

す

る

の
み

で
あ

っ
て
'

財

圏

の
換

慣

及

び
配

雷

は
為

さ

ぬ

の
で
あ

る
LL,

そ

れ

で
管

財
官

は
破
産

管

財

人

と

は
異

な

る

の
で
あ

る
(註
〓
o

p
'
'
'

選

任
制

度

に
依

る
破

産

管

財

人

に
付

き

て
看

る

に
其

選

任
方

法

に

は

三

つ
の
三
重

が

あ

る
｡

即

ち
へ
こ
は

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

■ヽ

裁

判

所

が
聴

従

を

以

て
之

れ

を

選

任

す

る
王
覇
姦

別

所

選
任

主
筆

と
.
≡
)破

産
債

膳
者

が

決
議

の
上

之

れ

ヽ
JIb

P
P_
ヽ
P
],

を

選

任

す

る
主
事
(債
接

着

選

任

王
萱

及

び
≡
)裁

判

所

が
原

則

と

し

て
之

れ
を

選
任

す

る

か
時

に

は
農

機

者

l
ヽ

ヽ
l

の
申

出

(V
～1･SCh
lag)
に
塞

き
其

意

見

に
従

払

て
選

任

す

る

の
主

義
(折
衷

主
義
)と

の
三

つ
が
是

れ

で
あ

る
｡

第

7
の
主

義

に
依

る
も

の
は

我

新
啓

破
産

法
(第

7
四

二
様
､

第

一
五

七
族
.

嘗
破

第

九

八

〇
旗
､

嘗

商

施

第

凶

丁
使
)を
始

め
白

耳
義
(破

第

四

六

六

壁

.
旬

牙

禦
転
籍

八

八
燥
-

第

八

九

枚

'

篇

九

五

伐
等
)I
.葡

萄

牙
(破

第

二

1
内
債

以

下
笈

び

ブ

ラ
ジ

ル
へ鶴
箱

六

7
燥
蚕

で
あ

る
｡

箆

二

の
主
義

に
依

る
も

の
は
英

吉

利
､

登
米

利

加

合
衆

団
､

デ

ン

マ
ー

ク
及

び
瑞

西

等

で
あ

る
丁瑞
西

に

て

は
破

産

官

が

破
産

管

財

人

と

な

る

紛
外

に

選

任

に
伐

る
破

産

管

財

人

な

る
も

の
も

あ

る
)
｡

第

三

の
主

義

を
採

用

す

る
も

の
は
猫
逸
~

喚

大
利
.

併
蘭
酉

I
P
J.
ヽ
F.

ヽ
'.
ヽ

ヽ
J_

ヽ
＼
,_

及

び
伊

大
利

等

で

あ

る
(誓

u
c

而

し

て
其

選

任

に
街

て

は
従

来
制

限

選

控

主

義

と
自

出

道

葦

主

義

よ

の

二

つ
が

あ

る
O

前

者

は
務

め
破
産

管

財

人

な

る
職

務

を

取
扱

ふ

rJ(
き
者

を

定

め
之

を
破

産

管

財

人

に

命

じ

て

ヽ
､
l
ヽ

＼
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

破

産

管

財

人
名

簿

な

る
も

の
を
作

か
置

き
其

後

破
産

宣

告

あ
れ

ば
共

営

該

事

件

に
布

き
共

時

共

時
毎

に
管

ヽ
ヽ
.一
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

財

人

名
簿

中

よ

り

7
人
若

-

は
そ

れ
以

上

の
員

数

を

選

ん

で
雷

該

事

件

の
管

財

人

と
壊

す

の
主

義

で
あ
る
｡

一

破
産
管
財
人
と
信
託
曾
敢

(
三
六
五
)

一
三



第
四
十
一
巻

第
三
鵬弧

(
三
六
六
)

7
四

即
ち

或

る

T
定

の
報

園
内

の
中

よ
り
菖

該

事
件

の
管

財
人

を
選

拝

任
命

す

る

の
主
義

で
あ

る
｡

後

者

は
反

■ヽ
ヽ

之

始

め

よ
り
管
財

人
名
簿

な

る
も

の
を
作

り

置

か
す
破

産

宣

告

あ

る
毎

に
臨

時
其

脚

々

の
管

財

軍
務

に
遠

雷

な
り

と
詔

む

る
も

の
を
自
由

に
選

拝

し
之

れ
を
其

雷
該

事

件

の
破

産
管

財

人

に
任
命

し
若

-

は
就
任

せ

し

む

る
主
義

で
あ

る
/)

前

者

の
主
義

を
採

用

す

る
立

法
例

は
白

音
義
､

伊

大
利

及

び
我

褒
破

産

法

で
あ

っ

て
.

後

者

の
主
義

を
採

る
も

の
は
狙
逸
､

喚

大
利
.

基
因

及

び
鶴

新
破

産

法

で
あ

る
.

係

薗

西

も
亦

後

者

に
則

る
桜

に
思

は

る
(註
監
).

破

産
管

財

人
を
常

設

の
国

家

官
更

と
為

す
主
義

と
選

任

に
依

る
臨

時
横

距

と
鶴

す
主

義

と

の
何

れ

が
可

な
少

や
O

又
基

選

任

に
㈲

き

て
裁
判

所

選

任
主
義

が
叫
な

る

や
購

た

又
債

樺

者

選

任
主

義
若

-

は
其

伯

の

主
義

が
可
在

る
や
｡

又

自
由

選
葦
主

義
若

-

は
制

限

遮
韓
王

室

の
何

れ

が
可

な

る
や

に
備

て
は
議

論

が

あ

る
も

是

れ

は
他

の
統

合

に
於

て
故

に
論

述

し

た

か
ら
(綻
四
)
弦

に
は
之

れ
を
省

略

す

る
O

へ駈

こ

詳
細
は
拙
稿
破
産
管
財
人
の
選
任
?

観
民
経
済
雑
誌
第
三
E
I
巻
五
駿

二
八
某
以
下
畳
帽
｡

(註
ニ
)

詳
細
は
前
略
三
八
貫
以
下
参
照
.

(註
三
)
詳
封
はユ
前
瓶
三

一
第
以
下
畠
田
.

(醒
四
)

前
視

三
三
京
以
下
登
照
｡

〓'
伐

て
進

ん

で
如

何

覆

る
も

の
が
従
兼

破

産
管

財

人

に
選

任

せ
ら

れ

し

や

と
云

ふ

に
左

の
如
-

で
あ



る
｡

p
P

(瑠
)菜
園

に
於

環

は
究
許

愈

計

士

(C
1jLnJIb
買
d
ト打
uc･.111ti
m
LJ;,t
若

-

は

不

動

産

質

健
二
買
買

業
者

(E
S
E
ea
gent)
が

破
産
管

財

人

に
選

任

せ
ら

る

る

が
通

例

で
あ

る
〔が
慧

)
が
p
法

尤
鴇

に
信
託

魯

配

が
破

産

管

財

人

に
選

任

せ

ら

れ

居
る

や

は
手

許

に
あ

る
資
料

丈

け

に

て

は
蔑

見

す

る
を

得

を

S
｡

ヽ
P

ヽ

P

P

'

盲

)擁
乱厨

西

の
都

市

就
中

巴
堅
さ

堅

昂
p

馬

耳
利

及

び

セ
イ

ン
市

の
如

き

に
放

て
は
破

産

事
務

を

菜

と

す

る
管
財

人

の
組

合

が

あ

っ

て
此
組

合
員

中

よ
-
冨

該

破
産

事
件

の
管

財

人

が
選

定

さ

る

る

の
で
､

組
合

は
其

組

合

員

た

る
管

財

人

の
稿
崇

に
骨

き
責

を
負

ふ

こ

と

に
な

っ
て
屈

む
F

組

合

に

入

る

に

は

二
再

ア

ラ

ン
の
保

謹

金

を
損

き

ぬ

ぽ

な

ら

ぬ

の
で

あ

る
O

セ
イ

ン
市

の
商

事

裁

判

所
管
轄

内

に

は
千

九

百

二

年

に
は
其

組

合

員

が

二
十

名

あ

っ
た
p

し

て
同

市

の
此

組
合

は
千

八
百

七

十

六
年

に
出
来

た

も

の

で
あ
る
0

而

し

て
最

初

僻

因

に

て

は
商
法

法

典

編
纂
の

際
其

編

纂
者

が
破

産
事

業

を
専

業

と

す

る
も

の
を
置

-

jJ

と
を
標

払
債
権

者

を

し

て
窯

報

鮒

に

て
管

財

事
務

を

司

ら

し

め
た

が
其

成
損

は

不
結
果

に
終

っ
た

の
で

あ

る

へ註
こ
)F'

ヽ

ヽ

(ハ
)独
艶

に
於

て

は
千

九

百

五
年

乃

至

千

九

百

七

年

の
三

ヶ
年

竺

且
り

商

人
(自
然

人
)'

合

計

羊

摺
護

士
､

執

達

吏
､

苗

畢

裁

判

所

評
倍

史

及

び

許

慣

Å
等

で
あ

っ
た

が
､

其
鼓
も

多

数

を

お

め
た

も

の
は
欝

護

士

で
あ

っ
た
轟

き

cJ
現

在

も

然

串

で
あ

る
∪

而

し

て
愈

赴
其

他

の
法

人

は
破

産

管

財

人

と

な

っ
た

jJ
と

硬
麻
管
財
人
と
黙
許
官
能

へ三
六
七
)

1-
玉



第
四
十

一
番

第
三
髄

(
三
六
八
)

一
六

は
な

い
(此
事

は
後

部

参

悶
r

'
_
P

'
'

'
'
L+

≡
)喚

大
利

に
於

て
は
千

九

〇
〇
年

に
於

て
管

財

人

に
選

任

せ
ら
れ
た

る
も

の
が

二
千

二
百

八

十

四
人
P

内
倍
護

士

が
千

三
十

二
人
(百
分

比
例

八

〇
'
望

-

公
泣
入

が
五
十

五
人
(同
四
-

≡
.

其
他
人商

人
､

工
業

l
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

家
､

土
地

所

有
者
､

官
吏
~

技
師
.

銀

行
.

頭

取
等
)が
合

計

百
九

十

七
人
(血

1
五
~

三
)rj

千
九

百

7
年

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

乃
至

千
九

百

五
年

に
於

て
管
財

人

に
選

任

せ
ら
れ

た

る
も

の
が
千

二
百

九
人
'

内

摺

護

士

が

九
百

九
十

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

二
人
(同

八

二
､

〇
)､
公
設
入

五

十

八
人
(向
四
､

八
).
其

他

が
百
六

十
八

人
(同

二

三

二
)3

千

九
百

山ハ
年

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

乃

至

十
年

に
は

千

二
百
四

人

が
管
財

人

に
選

ば
れ
其

内

九

百

六
十
九
人

が
欝

藩

士
(向

八

〇
､
室

.

公
選

ヽ
ヽ
ヽ

l
ヽ

人

が
六
十

七

人
両

五
､

六
)'
英

他

が
百

六

十

八
人
(同

7
三
､

九
)O
千

九

百
十

年

に
は
破

産

管

財

人

に
選

任

せ
ら

れ

た

る
も

の
が
千

二
百

七

十
人
.

内
痔
護

士

が
千

二
十

八
人
(同

八

二

〇
)-
公
泣

入

が

七

十

三

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

人
面

五
､

七
)､
其

他

の
も

の
が
百

六
十

九
人
(属

7
三
A

三
)O
千

九

百

十

7
年

に

は
千

三
百

的

十
九

人

が

破
産

管
財

人

に
選
任

せ
ら

れ

た

る
申
開

護

士

が
千

二
十

7
人
(同

八

二
.

瓦
).

公
譜

人

が
七
十

四
人
(同
五
､

l
ヽ

■ヽ
l
l'
ヽ

九
).
其

他

の
も

の
が
百

鴨

十

二
人
(同

7

二
六
)｡
千

九
百

十

二
年

に

は
破
産

管
財

人

に
選
任

せ
ら

れ

た

る
千

三
百
四

十

九
人

中
欝

護

士
が
千

九

十
九
人
(向
八

1'
五
).
公
設

人

が
九

十

人
(蘭

六
'

七
)'
基

地

の

も

の
が

百

六
十
人
(同

1
1

､
八
)で
あ

っ
た
｡

之

れ

に
伐

て
看

れ
ば
其

多
-

は
欝

謹

士

で
あ

っ
た
(註
讐
｡

而

し

て
禽

赦

及

び
其

他

の
法

人

が
破

産
管

財

人

と
覆

っ
た

AJ
と

は
な

い
(此
鮎

は
後

述

参

照
)O



_
_

.'
>

高

来

団

に
放

て
は
自
然

人

た

る
個

人
若

く

性
合
敢

(In
d
iv
id邑
s

a
n
d

C
orp
oration
s)
の
戟

れ

も
破
産

管
財

人

.11=
1〓

に
罵

る
JJ
と
を
得

る
も

の
で
あ

る
｡

合
歓

が
破
産

管
財

人

と
盛

る

こ
と
を

得

る
に
何

て
は
破

産

法
第

掴

十

五
僅
後

段

に
明
記

し

て
あ

る
｡

即

ち
特

許
若

-

は
法
律

に
凶

り

破
産

管

財

人

た

る
JJ
と

の
資

路

を

輿

へ
ら

れ
た

る
昏

鮭

に
し

て
且
管

財

人

に
ケ逸

任

せ
ら

る

べ
き
法

定
区
域
内

に
事
務

所

を
有

す

る
も

の
は
破

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

産

管
財

人

た

る

こ
と
を

得

る

の
資
格

(QualiBcati.n
)
あ
少

と
定

め

て
あ

る
0

而

し

て
信

託
曾

赦
(trus
t

oom
･

ヽ
ヽ
ヽ

'
'
'

ヽ
ヽ
P
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

pany)が
破
産

管
財

人

に
選

任

せ
ら

る
る
例

は
鮫
少
多
-

は
な

い
と

の
こ
と

で
あ

る
(P,LLW
k
J
A

T
rertise
o
n
thO

L
a
w

a
nd
P
r
actice
o
f
B
a
n
Tハr
u
P
言
y

t9)4
S･688
･)O
尤

も

B
lac
打

の
前
抱

に

は

T
h
3S

etCCtion
oT
a
P
p
Dilttm
e
nt
Of
mach

com
panies
(信
託
脅

能
を
指

す
)
h
as
n
ot
b
een
un
COm
m
On
と
あ

る
'

英

文
字

白
襟

に
徴

す
れ
ば

1
見
信

託
脅

社

が
破
産

管
財

人

に
選

任

せ
ら

る
る
JJ
と

が
普

通

在

る
が
如
-
解

せ
ら
れ

ざ

る

に
も
あ

ら
ざ

る
も

同

氏

の
其

語

義

と
前

掲

の
脚
証

に
r信

託
曾

敵

の
破

産

管
財

人

と
な
少

し
破
産
事

件

の
実

例
｣を
説

示

し

あ

る
と

に
依

っ
て
之

れ
を
看

れ

ば
同

氏
説

明

の
趣
旨

は
余

が
前

に
説

明

し

た

る
も

の
に
異

な

ら

ざ

る

こ

と

を
推

す

る

に
験
り

あ

る

の
で
あ

る
0

而
し

て
問

-

所

に
依

れ

ば
米
観

に
於

て
は
輯

護

士
が

破
産

管
財

人

と
盛

る

の
を
通

例

と
す

と

の
JJ
と

で
あ

る
0

ヽ
ヽ

(へ
義

観

に
於

て

は
従
来

奮

法

の
下

に
於

て

は
専

ら
欝

護

士

の
み
が
破

産
管

財
人

と
な
り

居

り
､

其
他
の

も

の
が
管
財

人

に
選

任

せ
ら

れ
た

こ
と
が
夜

か

っ
た
｡

そ
れ

で
痔

護

士

の
み

が
破

産
管

財

人

た

る
べ
き

鵡
産
管
財
人
と
信
託
曾
敢

(
三
六
九
)

!
セ



第
四
十
一
懸

軍

二
駿

(
三
七
〇
)

]
八

ヽ
ヽ

時

樺

を

有

し

居

る
も

の

の
如

く

誤

解

さ

れ

て
居

っ
た
｡

而

し

て

現

行

法

の
下

に
於

て

は

近

時

往

々
昏

計

I士

が
破

産

管

財

人

に
選

任

さ

る

る
例

あ

り

と

の
こ

と

で

あ

る
.

余

は

曾

て
他

の
横

倉

に
於

て
合

計

士

は

英

国

の
如

-

破

産

管

財

人

た

る

べ

き

賓

棉

あ

る
も

の
で

あ

る

こ

と

を

推

爾

せ

る

と

同

時

に
合

計

士

は
破

産

管

財

人

と
綴

る

べ

き
舶

雷

の
法

律

知

識

を

滋

養

す

べ
き

こ

と
を

希

望

し

置

い
た

JJ
と

が

あ

る

(証
吾

｡

而

し

て

我

国

に
於

て

は
法

人

が
破

産

管

財

人

と

季

っ
た

例

は
未

だ

之

を

聞

か

な

い
(此

鮎

後

田
)0

(江

〓

K
oh
ler
rJe
iltfadei"
.2
2
0
.

N
o二
･･,加
藤
博

士
､
英
国
破
産
汝

の
特
徴
'
法
学

協

骨
雑

誌

三
十
九
撃
大

正
十

年
)

1
三

八

〇
貰
以

下
､
拙
稿
破
産
管
財

人

の
選

任
'

国
民
経
滑
雑

誌

三
十
四

巻
六
戟

六

〇
真
参

照
｡

(旺
二
)

拙

稿
前
掲
畳
鰯
｡

(
駐
三
)

詳
細

に
拙

稿
前
掬

六
八
箕

似
下
参
照
｡

(
証
四
)

揖
稿
最

近
阪

神
地
方

に
あ
ら
は

れ

i1
る
破
産

及

び

和
苛

み
中

心

と
し
て
'

国
民
経
済
鞭

誌

三
十

八
啓

二

統

六
五
貢
以
下
参
照
｡

(許
五
)

拙
稿

破

産
管
財
人

の
選
任
.

前
洩
七
八
文
参

照
｡

ヽ
ヽ
ヽ

三

､才
)如

何

な

る

も

の
が

1
校

に
破
産

管

財

人

と

し

て

の
安

富

性

を

有

る

や

と

云

ふ

に
従

来

聾

者

及

び

ヽ
ヽ

賓

際

家

等

に

於

て

大

に

琴

が

あ

る
｡

(
二
或

者

は
｢破
産

事

件

は
其

管

理
虚

分

に
付

き

て
法

律

悶

斑

が

起

り
､

時

に

は
訴

訟

と

為

る

jJ
と

が

あ

る

の

で
法

律

鏡

筒

に
料

荘

士

が
破

産

管

財

人

に

l
番

通

雷

だ
Lと
云

ふ

の

で



あ

る
0

既
設

を
唱

ふ
る
革
潜

は
結

納

大
箪

教
授
P
o
l
ia村
民
及

び
死

際
大
峯
教

授

Ja葱
r
氏
等

で

あ

る
(L
31p
zig
er

Z
･
II.
N
il.
9
1

gutaChten
s.
68;
G
I
Z
.
)9
35,
N
r.
8
7
G
Tぎ
h
11+u
X
X
IV
･
S
･
8
3
5
ff･)｡
旬

牙
利
破
産

法

第

九
十
五
段

は

明
文
を
以

て
裁

判
所

絵
欝

志

士

を
以

て
管
財

人

と
薦

す

べ
L

と
定

め
.

叉
喝

大
利

で
も
千

八
百

九

十

九

年

に
は
司

法

大
臣

は
其

旨

の
訓

令

を
蓉

し
た
｡

菅
魯

西

政
府

で
も

千
九

百

十
七

年
十

1
月

十

七

日

の
司

法

大

ヽ
ヽ
ヽ

臣

の
訓
令

に
r鋳
護

士
を
管
財

人

に
選
任

す

る
が
目
的

に
合

す
言

云

払
P

又
千

九
百
十
九
年

に
墜
敬

啓

に
参

ヽ
ヽ
ヽ

加
し
た
蔑

め
財
産

快

芝

の
離

態

に
在

る
軒

謹

士
を
特

に
欝
護

士

に
選
任

す

べ
L
Lと

の
訓

令

を
狸

し
た
0
着

魯

西

政

府

に
於

け

る
最

後

の
訓

令

発

布

の
勤
横

は
柳

か
異

な

る
か
も
郊

れ

な

い
が
其

他

の
訓

令

並

に
他

の

因

の
法

律

も
破
産

事

件

の
盛
理

に
は
法
律

知

識
を

必
要

な
り

と
残

す

の
理

由

よ
り

出
覆

し

て
居

る

の
で
あ

ヽ
ヽ

る
rj
(二
)次

に
或
者

は
素
人

樽

に
商

人

が
破

産

管

財

人

に
適

す

べ
き

の
み
怒
ら

す
商
業
倉
議

所

又

は
農

業

合

議

所

の
指
名

し
た

る
者

が
連
署

だ

と
云

ふ

の
で
あ

る
O

其

洋
由

は
管
財

事
務

は
商
業

其

他

の
経

営

才

能

が

必

要

で
あ

る
か
ら

で
あ

っ
て
.

法
律

触
請

を
要

す

る
場
合

に

の
み
腎
義

士
を

し

て
補

助

せ
し

む
れ

ぼ

十

分

だ

せ
云

ふ
に
在

る

の
で

あ

る
.

此
説

は
主

と
し

て
猫
逸

債
横
着
組
合

長

た
り

し
G
o
ttsc
halk(D
erSetbe
D
eutsche

R
eic
hsk.n
k
LtrSO
r
d
n
u
n
g
2
te
A

畠

･
S
･

119
･

)P
ブ

ラ

～
ク
大
軍
教

授

F
rankl
氏

(D
3邑
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ur
R
I-Viqi.n
18
86
S
･

2
8
ff
･)

等

の
唱

ふ
る
所

で
あ

る
O

普

魯

西

司
法

大
臣

は
千

八

百

九

十

七
年

十

7
月

十

二
日

の
訓

令

に

て
又

千

九

百

山
年

三
月

二
十

七

日

の
訓
令

に

て
何
れ
も

右
趣
旨

を

明
言

し

て
居

る
｡

又
喚

大
利

司
法

大
臣

は
千

八
百

七

破
産
管
財
人
と
信
託
昏
虻

(
三
七
こ

一
九



第
四
十
一
魯

第
三
碗

(
三
七
二
)

二
〇

十

四
年

八
月

六

日
に
左

の
如

き
訓
令

を
覆

し
た
.

即

ち
r尊
門
的
法

律

家
を
苑

ん

ど
例
外

な
-

破

産
等

件

の

管

財
人

と
為

す

と
き

は
非
常

に
費

用

が
要

す

る
'

若

し
事
件

の
法

律
関

係

が
複
軸

紛
糾

せ

る

も

の
な

れ

ば
l
ヽ

職

業
的

訴

訟
代

理
人
へ括
護

士

に
あ

ら

ざ

る
)又

は
公
謹

人
を

し

て
管

財

人

た
ら

し

む

べ
L
P

管

財

人

は
欝

護

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

士

の
猫
占
的

齢
も

の
で
な

い
､

左
程
複

雑

せ
ざ

る
事
件

に
於

て
は
調
査

手
唐

に
於

て
は

破
産
主
任

官

に
依

り
之

れ

が
法
律

知

識

を
得

る

こ
と

が
出
葬

る
､

又

其
筏

の
手
薄

な

る
換
偵

及
び

鮎
雷

手
顔

に
何

て

は
法

律

知

識
'

事

件
関

係

の
知
得
.

商
業
的
機

敏
.

紳
迅

及

び
商
人

的
注

意

等

は
必
要

だ

が
p

然

し
法

律

家

程

の

法

律

的

鏡
敏

と
熟

練

と
し

て
必
要

と
し

な

い
､

市

町

村

役

場
､

商
業

合

議
桝
-

工
業
曹

議

所

よ
り

指
名

し

た

る
も

の
を
管
財

人

に
選
任
す

べ
し
云

々
｣と
｡

曾

て
菊
泡

の

キ

ー
ル
裁
判

所

は
矯

護

士

は

管

財

人

に
適

せ

ヽ

ヽ

す

と
唱

へ
た

こ
と
が
あ

る
O
(三
盛

る

に
又
或

者

琶
破
産

事
件

が
複

確

で

従

っ
て
英

事
務

が
困
難

な

る
場

合

に
は

管

財

人

に
は
摺
護

士

が
通
常

だ

が
'

然

ら

ざ

る
揚
合

印
ち
事

件

の
小

な

る
か
若

-

は
複

雑

な

ら

ざ

る

場

合

に
は
素
人
唱

に
商
業

的

知

識
を
有

す

る
者

が
管
財

人

た

る

に
適
す
｣と
唱

ふ
る
も

の
が

あ

る
｡

(例

へ
ば

猫
泡

の
｢プ

ル
テ

ン
プ

ル

ヒ
r

rア

ン
ナ

ベ

ル

ヒ
J及

び
プ

ラ

ン
シ

ュ
ア
イ

ヒ
簸

判

所

の
如

き

は
曾

て

右

の
如

普

見
解

を
持

っ
て
居

っ
た

の
で
あ

る
｡
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ipZig
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Z
･
i
l
l
･
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･
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盲
)私

は
破

産

管
財

人

と
し

て
は
法

律

家
特

に
摺
諸

士
が

7
番

連
署

だ

と
か

叉
非
法

律

家
特

に

商

人
若

-

ほ
共

他

の
人

が

7
番
安

富
性

を
有

し
居

る
と

か
を

7
駁
的

に
断

言

す

る

JJ
と

は
困
難

で
あ

る
が
'

然

し
張



払

て
云

へ
ぼ
左

の
如

き
標
準

に
依
り
其

可
香

を

7
股

に
判
断

す

る
が
援
雷

だ

と
思

ふ
d

即

ち
喚

大

利
破

産
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法

第

八
十
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第

二
項

に
規

定

せ

る
如
-

に
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正

に
し

て
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用

す

べ
-

且
事
務

に
鯖

適

し
た
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esch
ottene,

ヽ
ヽ
ヽ

]_
ヽ
P
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'
ヽ

P

verlas81iche
und

gesch:(iftsk
u
nctig
e
P
erson
)
者

で
侍
法

律
知

識
を

有

す

る
も

の
で
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lg
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ohtel･Lei

tfaden
s･
2
)9
f･)

ヽ
P
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I

あ

る

こ
と
を
要

す

る
O

換

言

す
れ

ば
我

司
法

省

に
於

て
萄

紘
時
代

に
骨

て
葛

し
た
訓
令

の
云

ふ

が
如

-

に

〓
豪

計

の
整

理

し
た

る
こ
と
､
(二
)計
算

に
熟

達

せ
る
こ
と
､
≡

)法
律

上

の
知

識
あ

る
こ
と
~
(四
)商
業
共

催

の
心
得

あ

る

こ
と
､
(五
)所
罰

せ
ら
れ

た

る
快

格
者

な

ら
ざ

る

こ
と
等

の
要

件
を
具
有

し
た

も

の
で
あ

る

こ

と
を

必
要

と
す

る
(明

治

二
十

六
年

司

法
省

民

刑

第

7
四

7
統

訓
令
)｡

私

は
前

記

の
要

件
を
備

へ
た
も

の
で
あ
れ

ば
法
律

家

た

る
と
香

と
.

又
男

子
た

る
と
否

と

(証
し
を
問

は

ヽ
ヽ
.'

ヽ
ヽ

ざ

る

の
み
な
ら
ず
自
然

人

た

る
と
法

人
(勿

論

法

<
な
ら

ば

右
要
件

の
趣

旨
を
法

人
村
営

に
願
癒

せ
し

む

る

必
要

は
あ

る
)た

る
と
香

と

に
論

な
-

一
様

に
破

産
管
財

人

と
な

る

の
適

柏
豪

富

性
を

有

せ

る
も

の
と
侶

ず

る
9
(法

人

に
何

て
は
理
論

上

よ
少
云

ふ

の
で
あ
る
.

解

碍
論

と
し

て
は
別

で
あ

る
LO

整
理
委

員
.

和

議

管

財

人
-

清
算

人
並

に
遺
言

執

行
者

の
選
任

に
付

て
も
亦
同

様

で
あ

る
O

ヽ

ヽ

(醍
)

前
述
我
司
法
者
訓
令
は
女
子
に
破
産
管
財
人
と
な
る
資
格
な

し
と
定
埼
i1
｡

塊
大
利
啓
破
産
法
多

七
十

五
傍

は

女
子
を
排
斥

L
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O

ヽ
ヽ
ヽ

破
産
者
は
自
己

の
財
閥

の
管
財
人
と
な
る
の
能
力
は
な

い
O

従
て
亦
英
法
定
代
痩
人
も

叉
破
産
中
に
ち

破
産
管
財
人
と
信
託
骨
証

(
三
七
三
)

二
一
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二
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ろ
法

人

の
理

事

著

く

け

之

れ

_二
項

す

る

老

及

び

清

算

人

も
管

財

人

と
鋳

る

の
能

力

に

な

い
O

相

組

財

塵

に
封

す

る
破

産

の
場

合

に
於

て
相

購

入

が
破

産

者

の
地

位

在

有

す

る

も

の

と

ぜ

ば
へ余

tLi
異
論

あ

り

亦

其

破

産

管

財

人

と

偽

る

の
資

格

は

潔

い
(
以

上

W
o
買
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ヽ
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ヽ
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ヽ

破

産

者

り
現

族

で

も
破

産

管

財

人

と

蔑

ろ

こ

と

も
終
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能

力

が

あ

る
｡
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J
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;
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L
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鞄

大

利
板

床

法
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新

嘗

法

共
(禰

八

〇
僚

二
項
､
啓

七
五
隊
)旬

括

第

九

十

七

傍

.
俳

法

第

四

首

六
十

三
燦
､

以

法

第

七

官

十

四
輝
.

智

法
第

千

四

宵

十

三
曝

ii
明

文

在

以

て

反

封

の

こ
と

を
･
規

定

し
て

居
ろ

｣

､

P

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

破

産

儀

機

番

も

自

己

の
慣

渉

者

の
破

産

事

件

の
管

財

人

と
解

る

こ
と

.即
釣

凍

る

(
J
a
品
佃r;W
oI.fZ

ebenda.

k
o
h
ler
L
ei"
b
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a
O

,

)｡

英

開

法

第
十

九

傑

第

1
項

は

明

文

を

以

て

之

れ

右

足

め

て

居

る
か

'
伊

大

利

商

汰

第

七

官

十

四
喋

に

倍

横

着

が
管

財

人

と

蔑

ろ

こ
と

在

禁

じ

て

居

ろ
｡

管

轄

裁

判

所

外

に

住

す

る
者

で

も

管

財

人

と

魚
り

得

る
｡

然

し

塊

啓

按

第

七

十

五
傑
~

並

にこ
来

観

法

第

四

十

五
保

はェ
管

轄

内

層

位

を

以

て

要

件

と

し

て
居

ろ
｡

五

T
P

骨

穐

及

び

其

他

の

法

人

は

我

現

行

法

の
酔

鐸

上

破

産

管

財

人

た

る

JJ
と

を

得

る

や

否

や

と

云

ふ

に

ヽ

ヽ

ヽ

澗

極

的

に
解

す

る

を

正

常

と

す

る
｡

著

し

破

産

法

第

百

四

十

三

俵

第

7
項

第

三

坑

に

は

破

産

重

恩

と

共

に



破

産

管
財

人

の
氏
名
及

び
任

所

を

公
告

す

べ
き
旨
を
規

定

し

あ
少
.
同
賞

百

六
十

八
健

及

び
第

百

六
十

九

億

に
は
破
産

管

財

人

の
相
唐

人

が
計
算

の
報

告

を
悠

し
著

-

は
必
要
盛

分

を
雷

す

べ
き
旨

を

定

め
あ

少

て

此

等

と
間

男

百
六
十

四
健
在

意
義

務

の
規

壁
並

に
同

第

三
百

八
十

傑
及

び
第

三

百
八
十

7
枚

の
規

定
へ罰
則
)

)'
J_

■ヽ

の
趣
旨

を

綜
合
考
賓

す

る

と
き

綻
破
産

管
財

人

柱
人
的

(Personlich
)
に
管
財

等
按

に
布

き
英

蓑

を
負

仏
文

自

ヽら
人
的

に
利
害
関
係

人

並

に
裁

判
所

に
交

渉

す

る
も

の
で
な

け
れ

ば
な
ら

ぬ
こ
と
が
明
白

で
あ

る
｡

而

し

て
法

人

は
自
然

人

の
如
-
自

ら
濁
正

し

て
行
為

を
爵

す

こ
と
紀

は
ざ

る
は
勿
論

自
ら
嘗

尊
者

と

し

て
裁
判

所

に
射

し
行
動

す

る
と
と
紀

は
ざ

る
も

の
で
あ

る
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F
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I･8･551;S
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Z
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ヽ
ヽ
l

れ

ば
破

産

管
財

人

性
行
魚
椎

カ

あ

る
自

然

人

た

る
こ
と
を
要

し
'

法
人

で
あ

っ
て
は
な

ら

ぬ
こ
と

と
盛

る

か
ら

で
あ

る
惑

稀

破

産

管
財

人

の
選
任
､

閲
民

謹
啓

凝
議

第
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十
四
巻

六
甥

五

五
頁
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下

参

照
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逸

に
於
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は
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教

授
其

他

の
尊

者

の
意

見

も

右

と
同

7
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あ

っ
て
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れ

が
殆

ん

ど定
説

と
云

ふ

て
差
支

へ
な
い

へ琵
こ
.
K
51n
地
方

裁

判
所
も
千

九
百

七
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同
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裁
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解
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あ
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ヽ
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積

極
訳

に
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せ
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す
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猫
泡

に
於
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は
g
e
i
g
e
r
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で
あ

る
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で
あ
り
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こ
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戟
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に
於
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山
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確
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郎

博

士
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あ
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我
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と

し
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破

産
管

財
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盛
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能

力

な
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依
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合

社

が

之

れ

に
選

任

破
産
管
財
人
と
償
託
食
紅
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五
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得
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に
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m
7
1
㌍
2
8
;
li'o
h
tel･
Le

M
a
d
e
n
sL
u
9
;
W
o
lu
2
te
A
亀

･
A
Tlm
,
2
8
･
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H
e
it
fron･P

i
c

k

2
te
A
u
fl･
B
･
(
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A
n
rD
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M
C
5er-B
Ie
yer,
伽
7
8
A
n
m

t
,
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こ

.e
h
m
a
n
l一
k
o
m
n
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Ⅶ.
5
2
4
;
P
u
lla
k
I
B
a
r
tsc
.11k
o
rp
n
3,
B
d
I.
8

5

1
0
A
n
rr).
･3.

(院
こ
)
G
e
ig
e
r
,
P･I
o
n
抄
tSC
h
)エ
ft
r･
H

K
･
u
邑

B
a
n
k
vvse
e
n
t
9
0
8
p,
9
7
g
,

(
証
三
)

山

内

博

士

所

論

法

律

新

報

第

三

九

軟

第

四

十

既

参

照
'

同
博
士
に
解
搾
な
時

と
便
宜
と
の
鮎
よ
り
看
て

撰

銀
す

べ
き
と
あ
る
が
故

に
法
人
も
亦
破
産
管
財
人

と
匁
る
こ
と

を
得

と
解
し
ナ
,.
い
と

述
べ
ら
れ

て
居

る
｡

(
江
田
)
J

.q

e
g
e
r
a
a
O
;
rT
e
ilfro
tT
P
ic
k
a
a
O

;

M
ey
e

r･B
le
y
er
ebe
n
d
a
P
.
1!a
k
I
B
a
rtsc
h
a
a
O
･

ヽ

▼

ヽ

〓､
現

行
法

上
法

人

は
清

算

人

(L
iqu
id
ato
r
)

L
iq
u
id
ateu
l･)と
漏

り

得

る
能

力

あ
り

ゃ
を
調

査

す

る

に
前

に
破

産
管

財

人

に
付

き
説

明

し
た

る

と
同
様

の
理

由

に
依
り

法

人

は
清
算

人

と
な

る
と

と
を
得

る

の
詑

カ

が

な

い

｡
即

ち

民
法

第

七

十

七
億

の
登
記

及

び
届

出

に
関

す

る
規

定
.

清
算

人

に
掛

す

る
罰

則

の
規

定
(伺
第

八

'
'

四
健
)並

に
第

七

十

八
僕

の
規
定

等

に
依

っ
て
看

れ

ば
清

算

事
務

は
清

算

を
麓

す

も

の

の
人
的

(Personlich)

に
塞

き
を

置

き
た

る

と

と
が
判

る
か
ら

で
あ

る
0

商

法

上

の
清

算

人

に
何

て
も
亦

同

7
で
あ

る
(商
第

九

〇



億
､
第

九

1
使
､
第

7
〇
二
煤
､
第

7
〇
五
保
'
第

二
三

四

候
､
第

二

六

二
燥
'
第

二

六

二
傑

ノ
二
参

照
)｡

'
P
'

'
'

猫
逸

の
笹

界

に
於

て
も
亦

法

人

は
清
算

人

た

る

こ
と
を

得

な

S
と

の
説

が
通
説

で
あ

る
D

即
ち

S
t

aub
･

内
oen
ig
e･P
in
n
er
(K
om
声

8
295
A
n
rn
t,),
L
ehm
an
n･R
in
g
(K
.m
声
佃
295
N
r
,
3･)
F
t欝
er(D
J
Z,1903.V
Ilr
J
a
hrg

.S,318.)
0

之

れ
に

反
封

せ
る
も

の
は

lW
arc112氏
(
M

onatscl"
ifL
f･
Hlande
18reChtundBankw

e
B
e

n
i91t3
S･
(07･)に
過

ぎ

ぬ

の

で
あ

ヽ
ヽ
ヽ

■ヽ
ヽ

る
｡

同

図

の
判
例

に
依

っ
て
も
従

凍

同

国

の
畢

詮

と

同

じ

-

滑

極
論

を
維

持

し

て
居

り
(例

へ
ぼ

K
tt
.-
erg･

ヽ
ヽ
r

ヽ
ヽ
P
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

im
･..R
e(貫
,)904
E･606･Jl登
記

裁

判

所

も

亦

之

れ

に
碇

つ
て

居

っ
た

の
で

あ

る
0

然

る

に
近
時

之

れ

と
異

な

る

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
一ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

一
ヽ
ヽ

判

例

あ

る

に
至

っ
た

の
は
注

意

す

べ

で
あ

る
｡

即

ち

hliin
ch
e
n

の
富

裁

判

所

が
法

人
特

に
信

託

骨

鮭

を
清

算

人

を

し

て
登

記

す

る
を
許

し

た
(
V
tg
･D
･
･J･
Z
･

30
Jahrg
L925g･1)18･)0
又

呂
al
n
h
eim
寝
裁

判

所

は
千

九

百

二

十
年

に
於

て
同

市

の
前

額
逸

検

査

及

び
信

託

株

式

脅

触
(Suddentschan
hT
evisions･und
T
renhand-
A
I
G
)が
清

算

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

人

た

る

JJ
と
を

認

め
た
｡

然

る

に
他

の
事

件

に
於

て
同

裁
判

所

は
普

通

の
箪
説

に
従

払
岡

倉

敵

の
清

算

人

た

る

JJ
と
を

許

さ
な

か

っ
た
｡

此

抗
告

に
封

L

nfa
nnheim
地
方
裁

判

所

は
抗

告
審

と

し

て
第

7
番

の
敦

判

を

正

常

と
し

抗

告

を

粟

即

し

た
新

が
J
K
邑
sru
h
e
の
控
訴

院

は
再

抗

告

審

と
し

て
抗

告

審

の
裁

判

を

腔
粟

し

ヽ
ヽ

第

l
容

の
措

置

を

正

雷

と
し
愈

社

の
清

算

人
能

力

を

認

め
其

登

記

を
爵

さ

し

む

る

JJ
と

と

し
た
o

其

理
由

ヽ
ヽ

▼ヽ

の
大

要

墜
各
食

紅

は
自

然

人

を
其

代

表

者

と
し

て
有

し
居

ら

ぬ

ぼ

な

ら

ぬ
'

清

算

倉

融

は
法

人

が
其

清

算

人

と

な

り

た

る

と

き

に
も
亦

自

然

人

を

有

す

る
｡

蓋

し
清

算

人

と

な

か

た

る
法

人

は
自

然

人

を
其

代

表

者

破
産
管
財
人
と
信
託
骨
故

(
三
七
七
)

二
五
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第
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戟

(
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七
八
)

ニ大

し

て
有

し
居

る
か
ら

で
あ

る
｡

清
算

禽

社

は
法

人

が
英
清

算

人

と
な
り

た

る

と

き

に
も
其

清

算
事

韓

を
麓

す

+(
き
自
然

人
を
有

し
.

其

自
然

人

は
軍

に
間

接

に
碇

足

せ
ら

る
る

に
過
ぎ

な

い
｡

比
間

接

の
確

定

が

清

算

人

の
本

質

に
副

は
な

い
と
云

ふ

こ
と

の
み

に
依

っ
て
は
法

人

が
清

算

人

と
笈

る
こ

と

を

得

る

の
妨

げ

と

な
ら

な

い
｡

又
商
法

の
規

定
も
亦
法

人

の
清

算

人
能

力

た

る

の
障

碍

と
も

な

ら

ぬ
｡

清

算

が
法

人

に
依

っ

て
為

さ

る
る
と

き

は
罰

則

の
規

定

は
其

法

人

に

は
科

せ
ら

れ

ぬ

で
あ

る
か
.

然

し
清

算

人

た

る
法

人

の
代

表

者

が
清

算

人

と
し

て
定

め
ら
れ

た
圏

鰐

の
名
義

に
於

て
盛

し
た

る
絶

て

の
行
麓

に
僧

て
は
自

己
自

ら
清

ヽ

▼ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

算

人
た
わ

し
如
-

に
刑

事

上

の
責

任

を
負

へ
ば

よ

い
｡

若

し
法

人

の
代
表

者

に
其
責

任

を
負

は
れ

ら

れ

ぬ

と
云

ふ
な
ら

ば
這

は
刑
法

の
快
鮎

で
あ

る
｡

法

人

に
罰

を
科

す

こ
と

が
出

凍

ぬ
と

云

ふ
理

由

か
ら

は
法
人

が
清
算

人

と
盛

れ

ぬ
と
云

ふ
結
論

は
盤

ぜ
な

い
.

鎖
菜
曾

社

の
詐
欺

破
産

の
場

合

に
其

営

業

の
街

に
雷

る

代
表

者

に
暫

し
刑

を
科

す

こ
と
始

は
ざ

る
理
由

よ
少
し

て
代
表

者

が
存

在

せ

ぬ
と

の
結

論

を

生

ぜ
ざ

る

と

同

じ
-

清
算

人

と
し

て

の
法

人

に
暫

し
刑
罰

を
科

す

と

と
を

得

ざ

る

の
理
由

よ
-

し

て
法
人

た

る
清
算

人

が
存

在

せ

ぬ

と

の
結
論

を

生

ぜ

ざ

る

の
で
あ

る
｡

大
審
院

が
千

九

百

二

十

二
年

七

月

四

日

に
合
資
静

態

は

有
限

責

任

愈
政

の
鶴
州
限
責

任
敢

員

と
盛

る

JJ
と
を

得

と

の
決

定
(Pb
･G･

B
d･105,S

･

101iq:I)を
奥

へ
た

に
よ

っ
て

看

れ

ば
法

人

は
合

名
曾

社

の
敢
員

と
為

り

得

る
は
勿
論

法
律

上
亦
其

清
算

人

と
盛

り

得

る
も

の
な
り

と
解

さ
ぬ
ぼ
な

ら

ぬ
.

故

人

が
合
名
曾

敵

の
清
算

人

と
残

る

の
緒

方

あ
り

と

せ
ぼ
亦

砲

の
放

て

の
倉

政

が
清

算



人

と
な
り
得

る
は
雷
盛

で
あ

る
jと
云

ふ
に
在

り

て
.

叉
進

ん

で
其

斑
由

に
日
-
磨

託

禽
薩

が
清
算

人

の
職

務

を

執

り
其

清
算

人

と
な

る
は
寛

に
時

宜

に
適

し

た

る
も

の
で
あ

る
｡

従
来

清
算

人

と
麓

り

た

る
も

の
は

絶

対

に
資

力

あ

る
も

の

の
み

と
云

ひ
得

ざ

る

の
み
な

ら

ず
信

用

あ
り

且
清
算
事
務

に
精

通

し
た

る
も

の

の

み

に
限

ら
れ

居

つ
た

と
云

ふ
を
得

な

S
.

然

る

に
信

託
曾
政

は
資

力

あ
り
-

信

用
あ
り

且
事

務

に
楕

通

し

を

る
も

の
で
あ

る
か
ら

法

人

の
清

算

人

と
怒

る

に
は
最

も
連
署

で
両

も
時
宜

に
適

す

る
も

の
しと
云

ふ
に
あ

っ
た
｡

此

の
如
-

弼
邑

sru.nc
控
訴

院

は
信

託
魯
敵

の
清

算

人

と
盛

り
得

る
詑

カ
あ

る
呂

並

に
清

算

人

と
し

て
は
信

託
曾

穂

が
漁

も

通
常

だ

と
裁

判

し
た

の
で
あ

る
｡
呂

a
n

nheim
の
蔚

猫
逸
槍

査

及

び
信

託
昏

赦
(本

裁

判

の
問

題

と
覆

っ
た
骨

鮭

で
あ

る
)の
支

配

人

D
l･.S
auerb
eGk
氏

は
此
裁
判

を
出

て
現
時

の
法

律

生
活

並

に
控

輯

生

活

の
要
求

に
適
度

し
た

定

に
良

き
も

の
な
り

と
推
碍

し

て
居

る
(D
･J
･Z
.賢
0
)
｡

而

し

て
比

の
裁

判

が

正
常

怒
り

と

せ
ば

法
人

は
破

産
管
財

人

に
も
遺

言
執

行
者

に
も
禿

る

の
詑

カ
を

有

す

る
も

の
と
推
論

せ
ね

ぼ

な
ら

ぬ

の
み
在

ら

ず
信

託
曾

融

が

そ
れ

に
最

も
通
常

せ

る
も

の
と
云

払
得

る
様

に
な

る

の
で
あ

る
｡

山

内

博

士

は
前

記

控

訴

院

の
裁

判

を

是

認

せ
ら

る

る

で
あ
ら

う
(法
律

新
報
前
掲

参

照
)0

■ヽ
▼ヽ
ヽ

三
'法
人

は
鑑

定
人

た

る

こ
と
を
得

る
や
と
云

ふ
に
我
刑
事
訴

訟

法
第

二
百
三
十
債

に
依

れ

ば
自

然

人

以
外

に
官

署

又
は

公
署

は
鑑

定

人

た

る

JJ
と
を

得

る
旨

を

定

め

て
居

る
が
英
機

私
法

人
等

に
骨

き
何

等

の

規

定

な

′
㌔

又

民
事
訴

訟

法

に
も

右
刑
事

訴

訟
法

の
如

き
規
定

な
-

且
其

規

定

の
趣

旨

よ
り
(例

へ
ぼ
鑑

定

破
産
管
財
人
と
信
託
曾
敢

三

七
九
)

二
心



第
四
十
1
番

第
三
蚊

(
三
八

〇)

二
八

章
務

速
習

の
規

定
､

宣
誓

の
規

定
､

忌

避
､

朗

罰
等

に
関

す

る
も

の
せ看
れ

ば
我

現

行
法

の
鐸
解

上
倉

牡

は

魔

見

入

と
な

る

の
柁

カ

が

覆

い
も

の
と
云

は
ね

ぼ
な
ら

ぬ
､
壷

正
民

訴
第

三

〇
7
接

は
然

ら

空
O

大

(

.法
人

が
破

産

管

財

人
､

整

預
委
員
､

和

議
管

財

人
､

清
算

人
'

遺
言

執

行
者

及

び
鑑

定

人

と
爵

り

得

る
が
雷

め

に
は
如

何

し

て
も

法
規

の
改

正

を

要

す

る
｡

法
人

が

こ
れ
等

に
為

り

得

る
呂

の
特

別

法

を
設

け

ね
ぽ

な

ら

ぬ

の
で
あ

る
｡

信

託
協

合

が
信

託

曾

社
を

し

て
破

産
管

財

人
等

た

ら

し

む

る
様

の
法

律
改

正

の
意

見

を

常

局

に
陳

情

し

た

の
は
協
合

と

し

て

は
史

も

な

る
仕
方

で
あ

る
｡

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

〓.信
託
昏

社

が
若

し
私

の
巳

に
述

べ
た

如

-

公

正

に
し

て
信

用

す

+(
-

且
事

路

に
精

通

し
倍
法

律

知

I
識

を
有

す

る
も

の
で
あ

る
な

れ

ば
勿
論

破
産

管

財
人

と
し

て
通
常

覆

る
も

の
で
あ

る

こ
と

は
論

な

き

に
依

り
(異
常

担

協
骨

の
意

見

の
通
り

法
規

を
改

正

す

べ
き

で

払

る
.

(イ
葡

託
曾

鶴

は
貿
本

金

百
苗
圃

以
上

を

有

せ
ね
ぼ
な

ら

ぬ

の
で
(信

託
業

法

二
係
)あ

る
か

ら
資

力

あ

る

こ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

と
は

D
r
･SauOrb
eCk
の
音

を

待

つ
ま

で
も

な

い
｡

従

っ
て
信

用

す

べ

き
叉

公
正

の
も

の
と
見

て
竜

も
差
文

へ

F
Jf

JL

う

あ

る

ま

S

o

麿

し
其

機

関

及

び
内
部

の
人

々
が
管

財
事
務

に
精

通

し
居

る

や
否

や

又

法
律

知

識

を

有

し

居

る
や
香

や

ほ
尿

閉

で
夜

か
ら

う

か
O

管

財

人

の
職
餅

は
前

に
述

べ
た
如
-

多

岐

多
様

に
亙

る
も

の

で
あ
る
O

商

人
↓

農
.属
b

ヱ
来
着
､

官
吏
英

他

種

々
な

る
人

の
破
産

が
あ

り
､
商

人

に
も
呉

服
屋
.

米
屋
.

薙
貨
屋



等

種

々
な

る
職
業

の
も

の
が

あ

る
O

此
等

の
も

の
の
財
圏

を
管

理
し
其

財
国

の
償

格

の
増

加

を
濁

る

に

は

末

々
-

専

門
的

技

術

が
要

す

る
｡

我
国

に
於

て
最

も
新

し

き
試

み

に
底

す

る
信

託
愈
敵

の
機

関
若

-

は

其

内
部

の
人

々
は
比
較

的
非

疑

少
な

き
程
度

に
於

て
其
技

術

を

右

し
居

ら

る
る
で

は
あ
ら

う
か
､

私

は
寡

聞

で
あ

る

の
で
其

技

術
を

有

し
尿

ら

る

る
と
も
有

し
居

ら

れ
や

と

も

断
言

し
描

な

い
｡

-ヽ
p
e
p

(｡
)破
産

管

財

人

を
し

て
法

律

知

識

を
要

す

る

こ
と

は
前

に
述

べ
た
通
り

で
あ

っ
て
､
破

産

債

権

の
調

査
.

別

除

権

及

び
取
戻
権

の
排

除
､

並

に
否
認
権
行
優
等

に
付

て
は
仲

々

7
迫

り

な
ら

ざ

る
法

律

知

識

が
要

す

る
｡

或

は
訴
訟
富

等
者

と
し

て
法

廷

に
立
た

な

け
れ

ば
な
ら

ぬ

こ
と
が

あ

る

の
で
あ

る
｡

現
時

の
或
信

託

禽
能

の
汲
閲

及

び
其

内
部

の
人

々
は
破
産

管
財

人

と
し

て
恥

し

か
ら

ぬ
程
度

の
法
律

知

綴
特

に
破

産

法

の

知

識
を
有

し

て
居

ら

る

る
で
あ

ら

う
か
此
鮎

は
発
起

な

が
ら
庚

を
挟

蕗
血
ざ

る
を

得
な

い
｡

何

と
な

れ

ば
我

現

行
破

産
法

は
明
達

精
密

な

る

こ
と
菖
破
産
法

の
到
底

及

ぶ
べ

き
も

の
で
も
な

い
が
-

然

し
按

文

は
多

く

且
綿
密

に
亙

る
規

定
あ

る

の
み

怒
ら
す
貯
解

の
も

の
も
砂

-

な

い
6

時

に
破
産

法

は
其

性
質

上
至

難

の
法

律

中

の
至

難

の
も

の
で
あ

る
Q

従

っ
て
其
研

究

に
至

っ
て
は
法
律

折
究

中

の
最

も
至

難

の
も

の
で
あ

る
｡

破

産

法

は
喝
り

図

円
的
法

規

定

の
み
な

ら
ず
国
際
的

法
規

を

も
包
含

す

る
も

の
で
あ

っ
て
-

英

国

内
的

法

規

に
伸

て
云

へ
ぼ

民
商
法

に
掬

す

る
規

定

あ

る
は
勿
論
訴

訟
法

及

び
刑
法

に
関

す

る
法

規

を
含

む

と
共

に

行
政

的
規

定

に
も
亦
其

関
係

を
布

す

る

の
で
あ

る
0

又
国

際
的

法
規

に
何

て

云

へ
ぼ
取

引

が
国

内

に
限

局

破
産
管
財
人
と
信
託
骨
祉

⊇
山八
二

二
九



第
四
十
一
巻

第
三
戟

(
三
八
二
)

三
〇

せ
ら
れ

す

し

て
各
国

民
問

に
行

は

る
る
硯
舵

の
下

に
在

っ
て
は
破
産
関

係

が
内

外

に
捗

る

こ
と

が
砂

く

忽

5
'
従

っ
て
破

産

が
円
団

に
於

て
開
始

せ
ら

る
る
と
外
国

に
於

て
開
始

せ
ら

る
る

と

に
依

り

債
樺
者

の
捧

利

に
影
響

を

及

ぼ
す

こ
と

が
多

3
の
で
､

此
場

合

に
畠

す

る

の
国
際

的

私
法

規

定

な

か

る
べ
か
ら

ざ

る
も

の
で
あ

る

の
で
斬

る
規

定

を
も
包
含

す

る
｡

民

法
'

商

法
'

訴

訟
法
､

刑
法
､

行
数

法
及

び
国

際

私

法

の

1
個

の
法

律

を
研

究
愈

得

す

る

こ
と
す
ら
等
容

易

に
あ

ら

ず

人

々
苦

み
居

る

に
拘

ら
ず

是

れ
等

の
総

て
を

併

せ

て
研

究

せ
ん

と
す

る
に
至

っ
て
は
其

困
難

な

る

こ
と

は
多

言

を
要

せ
す

し

て
明
瞭

で
あ

る
か

ら

で
あ

る
｡

現
今

に
於

て
信

託
昏

敵

が
法
律
特

に
破
産

法

に
精
通

し

居

る
人
を

得

る

こ
と

が
出
乗

る

で
あ
ら

う

か

大

に
紋

は
ざ

る
を

得

な

い
｡

ヽ
ヽ
ヽ
-_

ヽ
l
ヽ

或

は

云

ふ
だ

ら

う
r汝

の
言

の
如

-

せ
ぼ

現
今

に
於

て
管

財

人

と
な
り

又

は
な

り

居

る
人

は
何

れ
も

管

財

人

と

し

て
室
欝

の
人

の
み

で
あ
ら

-

か
.
財

産
的
管

理
事
務

に
堪
能

な

ら

ば
法

律

知

識

が
不

足

だ
ら

う
し
'

反
之

法
律

郊

識

あ
り

と

せ
ば
管

理

に
関

す

る
技

術
的

才

能

が
十
分

で
急

い
で
あ

ら

ラ
(･'

双
方

を

乗
備

す

る

人

士

の
み

が
日
下

管

財

人

と
怒
り
居

る

で
あ

ら

う
か
しと
｡

私

も

現
時

の
管

財

人

と
な

り

居

る
人

叉

怒

ら

ん

と
す

る
人

々
が
管

財

人

と
し

て
理
想
的

の
人

か

否
や

は
断

言

す

る

JJ
と

が
出

来

な

い
が

然

し
信

託
禽

社

が
法

律

を
攻

甘

し

て
ま

で
も

新

に
管

財

人

な

ら

ん
と
す

る

の
能

力

を
得

ん

と
す

る

に
は
信

託
昏

政

が
信

託

愈

証

と
し

て
其

内
容

の
克

茸

が
な

け
れ

ば

な

る
ま

い
｡

そ

れ
祁

雷

の
接
威

が
夜
-

て

は
な

る
ま

い
o

然

ら



や

し

で
只
漫
然

法
人

だ

か
ら

.,U
で
盈

ち

に
破

産
管
財

人

た

ら

ん

と
す

る
は
績
衆

の
朕

例

上
管

財

人

と

な
り

得

る
人

に
尉

し

て
不

正
競
軍

の
接

の
形

に
な

る

で
は
な

か

ら

う
か
-

侶

託
昏

証

の
品
位

上

よ
り

し

て
も
特

に
其
内

容

の
発
覚

し
た

上

で
管
財

人

と
な

る

の
紹

カ
を

得

て
も

そ

う
遅
-

は
な

か
ら
う

と
思

ふ
｡

若

し
夫

れ

現
今

で
も
信

託
昏

能

に
し

て
私

の
所

謂
内

容

が
充
賓

し
屠

れ

ば
出
凍

る
丈

け
近

き
時

に
於

て
法
律

改

正

を
行

ふ
べ
き

で
あ

る
｡

三
井
信

託
愈

能

が
此
鮎

に
気

が
付

か
れ

た

で
あ

ら

う
'

其

設

立
常

時

よ
り
巳

に
法

律

部

放

る
も

の
を
設

け
優

秀

の
法

律

家

を

し

て
其
部

長

た

ら

し

め
専

心
法

律

の
運
用

及

び
其

折
充

に
遷

さ

れ

て
居

る
趣

で
あ

る
｡

此

の
如

き

は
箸

に
安

富

な

る
措

置

で
あ

っ
て
猫

や
信

託
合

致

の
篤

め

の
み

怒

ら
す

我
法
革
労

の
薦

め

に
も

慶
賀

す

べ
き

で
あ

る
O

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

信

託
愈

紀

が
訴

訟

雷
事

者

と

な
り

た

る
と

き

は
何

人

が
法

在

に
五

つ
で
あ

ら
う
か
｡

其

代
表

者

が
自

ら

其
代

理

人

と
し

て
立
ち

得

る
丈

け

の
済

カ
(法

律

知

識
)を
有

し
居

ら

る

る
な
ら

ば
賓

に
結
構

な

JJ
と

で

あ

る

が

'

其

代
表

者

は
法
律

知

識

以
外

の
郊

詩

の
堪
能
者

で
あ

る

に
は
相

違

な

い
が
､

然

し
欝
護

士

の
如
-

に

法

廷

に
立

っ
て
欝

話

し
得

る
詑

カ

は
鎗

り

あ

る
ま

い
と
思

は

る
｡

そ

う

す

る
と
鳩

に
摺
護

士

に
依
嶺

し

て

之

れ
を
訴

訟
代

理

人

と
し

て
法

廷

に
立
た

し

む

る
こ

と

と
覆

る

の
で
あ

る
Q

勿
論

こ
れ

で
も
決

し

て
不

可

で
は
な

い
｡

若

』

含

計

士
若

し
-

は
括

護

士
以
外

の
人

が
管

財

人

に
選
任

せ
ら

れ
た

る
場

合

に
於

て
其

管

財

人

が
訴

訟
を
儀

す

と
き

に

は
時

に
招
蕃

士

に
依
頼

し

て
訴
訟

を

追

行

せ
L

む

る

の
必
要

が

あ

ら

う
か
ら
.

破
産
管
財
人
と
信
託
食
紅

(
三
八
三
)

三
1



第
四
十
1
番

第
三
境

(
三
八
四
)

三
二

信

託
骨

政

が
管

財
人

と

し

て
訴

訟

を
潟

す

と
き

に
も
特

に
胃

護

土

を

し

て
訴

訟

を

追
行

せ
し

め

て
も
不

可

な

か

る

べ

き
筈

で

は
あ

る
が
､

然

し
多

大

の
資

力

あ

る
大
信

託
合

牡

が
管

財

人

と
し

て
訴

訟

を

施

す

に
特

更

に
其

都
度

那
疫

摺

護

士

を
業

と

す

る
者

よ
り

自

己

の
訴

訟
代

環
八

を
選
任

す

る

の
迂

遠

を
為

さ
ず

し

て

相

雷
以

上

に
法

律

知

識
を
備

ふ
る
精

華

士
資
桔

あ

る
人

士
を
改

め
自

己

の
倉
政

に
雇

入
れ
置

き
斬

る
人

士

を
信

託
愈
紀

の
人

と
し

て
英

代

理
を
賎

し
訴

訟

を
追

行

せ
し

む

る

こ
と

が
其

権

威

上

必
要

で
あ
り

且
犬

に

便

宜

の
こ

と

と
信

す

る
｡

ヽ
ヽ

(ハ
)次

に
信

託
昏

庇

が
破

産
管

財

人

と

た

る
た

ら

ぼ
報
酬
(E
onom
rZ
B
etoh
n
llng)V
erg
iiLu
ng
)
の
鮎

の
み

に
殴

り

臼
を
付

け

ぬ

こ
と

で
あ

る
｡

私

は
他

の
横

合

に
於

て
屡

々
述

べ
た

る
如
-

1
鰻

我

国

の
破
産

管

財
人

に

封

す

る
報

酬

は
多
額

過

ぎ

る

で
は
あ

る
ま

い
か

と
想
像

す

る
｡

破
産

制
度

は
社

食

政
策

上

の
も

の
で
あ

っ

て
公
的
性
質

を

帝

石

す

る
､

報

酬

が
多

い
け
れ

ば
多

い
程
配

雷

財
閲

が
減

少
し
.

経

っ
て
破

産
債

使

者

に

封

す

る
配

雷

が
少

夜
-

な

る

の
み
な
ら
ず

引

い
て
離
合

控
壇

上

に
及

ぼ
す
影
響

も

少

-

な

S
｡

そ

れ

で
報

酬

は
各
額

に
過

ぎ

ん

よ
り

は
少

顎

に
過

ぐ

る
を

可

と
す

る
C

報

酬

の
額

は
勿
論

裁

判

所
之

れ

を
決

す

る

り

で
あ

る
が
裁

判

所

が

右

の
如

き
見

地

よ
り

し

て
報

酬

の
額

を

少
額

に
見

積
り

た

れ

ば

と

て
管

財

人

と

し

て

は
除

り

不
服

を
云

ふ
も

の
で
は
あ

る
ま

い
｡

荒

し
破

産

制

度

は
前
述

の
如
-

社

食
攻

策

上

の
も

の
で
あ

っ

て
公
的

性
質

を

帯

び
堆

つ
て
破

産

管

財

人

は
公
的

任

粉
を

帯

布

す

る
も

の
と
云

ふ

べ
き

で
あ

る
か
ら

で
あ



る

｡

ヽ

ヽ

我

国

に
於

て
は
報

酬

に
封

す

る

7
定

の
標
準

が

な
-
裁
判

所

の
自

由

裁
量

に
任

す

の
で
あ

る
が
'

掲
逸

ヽ
ヽ
ヽ

な

ど

で

は

】
定

の
報

酬
表

を

設

け
之

れ

に
基

き

て
其

報

酬

を
決

す

る
所

も

あ

る
.

若

し
管

財
更

な

る
常

設

横
閲

を
違

か
す

し

て
随
時

管

財

人
を

選
任

す

べ
き
も

の
と

せ
ぼ

私

は

我
団

に
於

て
も

1
定

の
報

酬
表

を

設

く

+(
き
だ

と
思

ふ

(証
l)
3

私

の
意

見

に
依

れ

ば
摺
護

士

す

ら

1
定

の
報

酬
表

に
依

っ
て
其

報

酬

を

受

-

べ

き
も

の
と
定

む

べ
き
も

の
と
考

ふ

る

の
で

(響

,)｡
管

財

人

に
封

し

て
も
勿
論

其

定

め

が
雷
然

で
あ

る

べ
き

も

の
と
思

ふ
.

今

参

考

の
麓

め

に
左

に
猫
逸

に
於

け

る
管

財

人

に
封

す

る
報

酬

一
定
表

を
摘

ぐ

る
0

(.
W
a
rte
m
burg
州
司
法
腰

_ニ
於

て
托

一
九

〇
〇
年
十
月
廿
四
日
左

の
命
令
を
馨
し
+i｡

管
財
人

の
報
酬
は
穣
極
財
圏

の
多
寡

及
び
管
財
人
の
仕
事

の
範
囲

に
依
り
之
れ
を
定
む
.

磯
嬢
財
圏
.b
千
鹿
克

ち
お
過
せ
ざ
る
と

き
は

一
割
乃
至

).
割

五
分

の
範
囲

内
_こ
於
て
之
れ
を
定
む
｡

岳

極
財
国
へ配
嘗

財
産
)が

そ

れ
以

上

な

れ
ば
報

酬

は
左

の
定
率

表

に
依

り

て
之

れ

を

定

む
｡

)000
tn
汁
T
P

t000
m
L23
1
5000
m
沖
T
.

50
00
m
･･････
10
00
0
tn
汁

Te.

)0000
m

･･-
･･
2
0000
岩
沖

7
.

20000
rn
･･････
5
0000
≡
沖

T
p

破
産
管
財
人
と
信
託
曾
妊

6

-
80/0

6

I

6
0/0

4
-

･5
0/a

2-
3
0/a

t

I

2

0/a

(
三
八
五
)

三
三



第
四
十

一
魯

第
三
教

(
三
八
六
)

三
四

50000
mこ
il1

tJ2I
t
a/0

(
詳

細

に
拙

著

新

訂

訴

訟

託

鉄

破

産

の
部

三
五

五

貢

以

下

参

照
)

こ
.
E
訂
ss-
L呈
,
irn
gen州
の

コ
か

マ

ー

ル
控

訴

院

長

が

千

九

百

七

年

十

月

四

日

瞥

L
il
る
訓

令

の
趣

旨

は

左

の

如

く

で

あ

る
｡

慧

諒
恕

固

】

000
m
沖

T

IOOO
B
LJ
1
50
00
m

沖
T
P

5000
m
)
;9

1

)0000
m
沖

T

t0000
m
);3
1
2

0000
m
沖

yC

20000
m
kJ
1
50000
m

汁

TC

T)

(rrj()Ih
Jt
1.).
i.

t
o

o/
0

7

0/0

5

a/0

3
0/0

20/a
t

C/0

三
､
Bra
l)n
gC

hweSg
控

訴

院

長

'b
千

九

百

七

年

四

月

二
日

の

蟹

L

L
l
る
訓

令

は

左

の

如

く

で

あ

る
O

盟

癖

守

冠

2

000
m
汁

TP

2000
m

Ej
i
5000
m
沖

TC

5000
rn
-
-
)0000
m

沖
7.

10000
m
････-
20000
m

沖
.C

20000
m
i;E
J
1

)0
%

6
%4LVD

2
0/a

l

a/Q



g
Zt

伯

林

中
央

匠

裁

判

所

破

産

刑

事

の
千

九

首

二
十

四

年

七

月

二
十

九

日

の

一
般

的

協

議

に
基

-

定
率

表

ti
左

の
如

-

で

あ

る
O

(
イ
)

酌

葛

に
依

り

賂

T

L

i1
ろ
鎗

合

又

に

財
圏

を

全

然
換

償

し

若

し
く

は

始

ん

と
完

全

に
換

償

L

た

る
後

強

制

和
議

の
締

措

あ

り

た

る
鎗

合

は

莞

鵬

蟹

固

5000
1i1
秒

バ

5000
ir)EJ
i
20000
n]
汁

7
.

200OO
m
XJ

1
50000
m

沖
T･

50000
m
);3
1
)00000
日
沖
TC

t00000
m
EJ
1

6

%
3
0

/0
2

D/O
l

a/U

l
]
2

D/
D

(

ロ

)

一
般

の

調
査

期

日

ま

で

叉

は

胞
期

日

後

直

ち

に
申

出

で

i1
る
強

制

和
議

に
依

り

て
破

産

が

終

了

し

i1

ろ
場

合

に

(
イ
)
の
琴

の

三

分

の

二

と

な

る
O

尤

も
右

は

山
般

的

標

準

た

る

_ニ
止

ま

る

の

で

あ

っ
て
､

管

財

人

の
努

力

如

何

が
又

掛

酌

ぜ
ら

る

る

の

で

あ

る
(僻

Lqe
nStV
e
r
v

gaT.tun
g

v
,
k
12
te
A
u
B

sI
2
'2
N

tc
l.参
照
V
o

ヽ

ヽ
､
ヽ

ヽ

ヽ

異

観

管

財

人

の

報

酬

額

に

骨

て

は

特

に

免

許

合

計

士

協

禽

員

W
･
P
il
i
,Jy
氏

の

定

め

た

報

酬

額

に

何

て

は

拙
著

国

民
控
務

耗
誌

三
十

八
巻

三
班

六
八

貫

以

下

所
載

を
参

照

せ
ら
れ

た

S
o

(巨

こ

拙

著

訴

訟

詑
鋳

破

産

の
部

三

六

〇
貰

参

照
O

破
産
窄
財
人
と
信
託
官
紀

こ
エ
八
七
)

三
五



第
四
十

一
魯

第
三
紋

(
三
八
八
)

三

六

(笹
こ
)

拙

稿

民

事
改

発

と
蒋

護

士

制
度
｡

七

要

す
る

に
信
託

骨
社

が
破
産
管

財

人
等

に
盛

り
得

る
が
感

め

に
は
法
律

を
改

正
し
若

-

は
新

に
法
律

を

設
け
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
の

で
あ

る
｡

我
信

託
合
政

が
破
産

管
財
人
た
り
得

る

の
要
素
で王
と
し

て
法
律

知
識
)

を

現
今
具

備

す

る
な
ら
ば
速

に
法
律

を
改

正
し
若

-

は
新

に
法
律

を
設
-

べ
き

で
あ

る
'未

だ
其

要
素

を

具

有
す

る
も

の
と
認

め
難

き
限
-

は
其
資
格
を
備

へ
た
時

に
至

っ
て
其
改

正
を
残

し
若

-

は
新

に
法
律

を
設

け

て
も
遅
-

あ

る
凌

い
と
恩
は

る
.

而

し

て
信

託
合
致

が
破

産
管
財
人
等

と
在

っ
た

怒
ら
ぼ
報
酬

の
‰

′

み

に
目
を

付

け
な

い
で
公
的
奉

仕

の
考
を

以

て
其

職
務

を
執

っ
て
貰

ひ
た

い
の
で
あ

る
O

蓋

し
破
産

管
財

人

の
職

鞍

は
前

に
歴

々
述

べ
た
如
-

公
的
性
質

を
帯
び

て
居

る
も

の
で
あ

る
か
ら

で
あ

る
｡
(完
)


